
第 50 期 決算公告 
NTT ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ株式会社 

貸 借 対 照 表 
2026年 3月31日現在 

（単位：百万円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科  目  金  額 科  目  金  額 

流 動 資 産  36,761 流 動 負 債  26,572 

現 金 及 び 預 金  93 買 掛 金  8,665 

電 子 記 録 債 権  14 短 期 借 入 金  8,106 

売 掛 金  10,800 一年内返済予定のリース債務   60 

契 約 資 産  856 未 払 金   2,543 

商 品  4,290 未 払 費 用  2,309 

仕 掛 品  54 未 払 法 人 税 等  909 

未 収 入 金  18,939 未 払 消 費 税 等  519 

そ の 他  1,713 契 約 負 債  3,334 

貸 倒 引 当 金  ▲ 2 預 り 金  118 

固 定 資 産  13,934 製 品 保 証 等 引 当 金  0 

有 形 固 定 資 産  4,301 そ の 他  2 

建 物  840    

機 械 及 び 装 置  166 固 定 負 債  6,842 

器 具 備 品  3,053 リ ー ス 債 務  107 

リ ー ス 資 産  147 退 職 給 付 引 当 金  6,306 

建 設 仮 勘 定  93 資 産 除 去 債 務  394 

   そ の 他  34 

無 形 固 定 資 産  1,695 負 債 合 計  33,414 

ソ フ ト ウ ェ ア  1,557 純資産の部 

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定  63 株 主 資 本  15,376 

電 話 加 入 権  30 資 本 金  5,000 

そ の 他  43 資 本 剰 余 金  299 

   資 本 準 備 金  299 

投資その他の資産  7,936 利 益 剰 余 金  10,077 

投 資 有 価 証 券  2,848 利 益 準 備 金  950 

関 係 会 社 株 式  1,064 その他利益剰余金  9,126 

差 入 敷 金 保 証 金 等  685 繰越利益剰余金  9,126 

長 期 前 払 費 用  514 評価・換算差額等  1,904 

繰 延 税 金 資 産  2,757 その他有価証券評価差額金  1,900 

そ の 他  66 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  3 

   純 資 産 合 計  17,281 

資 産 合 計  50,695 負債及び純資産合計  50,695 

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

   



第 50 期 決算公告 
NTT ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ株式会社 

損 益 計 算 書 

自 2025年 4月 1日 

至 2026年 3月31日 

（単位：百万円） 

科目 金額 

営 業 収 益  74,331 

ア プ リ ケ ー シ ョ ン 収 入 15,368  

マテリアル＆ナノテクノロジー収入  11,188  

ソーシャルプラッ トフォーム収 入 30,704  

ト ー タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 収 入 17,069  

売 上 原 価  61,889 

売 上 総 利 益  12,442 

販売費及び一般管理費  8,877 

営 業 利 益  3,565 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 2  

受 取 配 当 金 2,536  

為 替 差 益 2  

そ の 他 57 2,597 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 27  

固 定 資 産 除 却 損 22  

そ の 他 0 50 

経 常 利 益  6,112 

特 別 損 失  1,172 

減 損 損 失 1,172  

税 引 前 当 期 純 利 益  4,939 

法人税、住民税及び事業税 1,469  

法 人 税 等 調 整 額 ▲618  851 

当 期 純 利 益  4,087 

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 ······ 総平均法による原価法によっております。 

② その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの ··········· 当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法によっており

ます。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は総平均法により算定しております。 

市場価格のない株式等 ····················· 総平均法による原価法によっております。 

 

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品 ························································ 移動平均法による原価法によっております。 

仕掛品 ··················································· 個別法による原価法によっております。 

（注）いずれも貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法によって算定し 

ております。 

 

（3） デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

 

（4） 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 ······································ 定額法によっております。 

② 無形固定資産 ······································ 定額法によっております。 

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売

期間（3年以内）における見込販売収益に基づく償却額と販

売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いず

れか大きい額を計上する方法によっております。 

また、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期

間（5年以内）に基づく定額法によっております。 

※耐用年数は、経済的使用可能予測期間によっております。 

ただし、所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間によっております。 

※残存価額は、実質残存価額によっております。 

 

（5） 引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までに帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。 
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過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数にわたり均等

償却しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数にわたり、それぞれの発生の翌期から均等償却しております。 

③ 製品保証等引当金 

売上済製品等に対する無償補修費用に充てるため、保証期間内の補修費用見込額を、過去

の瑕疵担保実績等を基礎に計上しております。 

 

（6） 収益及び費用の計上基準 

商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約

に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製

品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判

断し、引渡時点で収益を認識しております。 

保守サービスに係る収益は、主に商品又は製品の保守であり、顧客との保守契約に基づいて保

守サービスを提供する履行義務を負っております。当該保守契約は、一定の期間にわたり履行義

務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。 

請負工事に係る収益は、工事の進捗に従って顧客に成果が移転するため、工事期間にわたって

収益を認識しております。原価の発生が工事の進捗度に比例すると判断しているため、収益の認

識にはインプット法（原価比例法）を用いております。 

 

（7） ヘッジ会計の処理 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に

ついては振当処理によっております。 

 

 

2. 貸借対照表に関する注記 

（1） 有形固定資産の減価償却累計額 7,920百万円 

 

（2） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

① 短期金銭債権 1,574百万円 

② 短期金銭債務 1,988百万円 

長期金銭債権及び長期金銭債務について、該当取引はありません。 
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3. 税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,984百万円 

未払賞与 632百万円 

棚卸資産評価損 269百万円 

有価証券評価損 221百万円 

減価償却費 538百万円 

資産除去債務 124百万円 

未払法定福利費 88百万円 

一括償却資産 33百万円 

未払事業税 89百万円 

その他 56百万円 

繰延税金資産小計 4,039百万円 

評価性引当額 ▲ 367百万円 

繰延税金資産合計 3,672百万円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 ▲ 872百万円 

建物 ▲ 40百万円 

繰延ヘッジ利益 ▲ 1百万円 

繰延税金負債合計 ▲ 914百万円 

繰延税金資産の純額 2,757百万円 
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4. 関連当事者との取引に関する注記 

（1） 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 
議決権 

被所有 

割合 

関連当

事者との

関係 

主な取引内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 NTT㈱ 
被所有直接

100％ 
親会社 

業務受託

に関する

収入 

15,867 

売掛金 

その他 

（未収収益） 

1,056 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。 

 

（2） 子会社等 （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 
議決権 

所有 

割合 

関連当

事者と

の関係 

主な取引内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 

NTT-AT システムズ㈱ 
直接

100％ 
子会社 

業務受託

に関する

支出 

3,123 
買掛金 

未払金 
707 

NTT-AT アイピーエス㈱  
直接

100％ 
子会社 

業務受託

に関する

支出 

1,891 
買掛金 

未払金 
608 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。 
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（3） 兄弟会社等 （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 
議決権等

所有（被所

有）割合 

関連当

事者と

の関係 

主な取引内容 取引金額 科目 期末残高 

兄弟会

社等 

NTT ファイナンス㈱ なし 
親会社 

の子会社 

資金決済 45,769 未収入金 18,692 

ＣＭＳ預入 4,129 預け金 - 

ＣＭＳ借入 3,846 短期借入金 8,106 

NTT 東日本㈱ なし 
親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

11,869 
売掛金 

その他 
437 

NTT 西日本㈱ なし 
親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

8,494 
売掛金 

その他 
249 

NTT ドコモビジネス㈱ なし 
親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

3,712 
売掛金 

その他 
1,252 

㈱NTT データ なし 
親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

2,578 
売掛金 

その他 
463 

㈱NTT ドコモ なし 
親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

2,112 
売掛金 

その他 
948 

NTT セキュリティ・ジャパ

ン㈱ 
なし 

親会社 

の子会社 

業務受託

に関する

収入 

932 
売掛金 

その他 
545 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

①価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定し

ております。 

②NTTファイナンス㈱からの借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

③NTTファイナンス㈱へのＣＭＳによる預入・借入における取引金額は、平均残高を表示しております。

ＣＭＳ以外からの資金借入による取引金額については、総額を記載しております。 

 

（4） 役員及びその近親者等  

 該当事項はありません。 
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5. １株当たり情報に関する注記 

（1） １株当たり純資産額        15,332円42銭 

 

（2） １株当たり当期純利益     3,626円76銭 

 

6. 重要な後発事象に関する注記 

記載すべき事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本個別注記表の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。） 
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